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原子力発電を直ちに取り止め、

安全・安心なエネルギー供給を要望します

大飯・高浜原発運転差止仮処分申立人一同

過日、福井地裁へ、高浜原発3・4号機の運転差止を申請していたところ、仮

処分命令が出されました。このことは、原子力発電所は、私たちの住む所や生命

を脅かすものだと、裁判所、司法が認めたということでありますが、私たち申立

人は、もともと関西電力と裁判で争うことを望んではいませんでした。

生活を豊かにする電力を日夜に渡って安定供給され、福井県若狭地方では、地

元の雇用や、産業に大きな貢献をなさっています。他の電力の発電所見学などで

は、とても丁寧に説明もしていただき、安心感のある企業だと日頃から感謝して

いるものです。

しかし、原子力発電による発電は許すことができません。万が一、放射能が拡

散するようなことがあれば、 原発周辺地域はもちろん、社長の住んでおられる高

槻市も放射能で汚染されて、ご家族も大変お困りになることは明白です。関西電

力の社員の方もその後の生活は肩身の狭い人生を送らなくてはなりません。優秀

な社員を多く抱えておられる会社ですので、 3期も 4期も赤字を出す会社ではな

かったはずです。

東京電力のように取り返しのつかない結果にならないうちに、大きな英断をし

て、発電方法を変えていただきたく、要望に参りました。

温室効果ガスも温排水も放射能も発生しない再生可能エネルギーや、約30%の

熱効率の原子力発電に対し、約60%のガス・コンパインドサイクル火力発電もあ

ります。

原子力発電を直ちに取り止め、社会に大きな貢献を果たす企業として蘇ってい

ただくことを切に要望致します。
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